
 ４　介護給付適正化事業等について

１．介護給付適正化計画の概略

(１) 国が実施する支援事業等

適正化事業の財政措置
要介護認定の適正化
ケアマネジメント等の適切化
事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求に係る適正化

(２) 県が実施する適正化事業等

適正化事業の実施
　　指導・監査体制の充実
　　平成24年度までに全介護サービス事業所（みなし指定を除く）実地指導
　　毎年度、制度内容等を事業者に説明し、集団指導を実施
　　苦情・通報、適正化システムによる事業所情報の把握・分析、指導監査
保険者の実施する適正化事業等のための支援・協力

(３) 保険者が実施する適正化事業等

要介護認定の適正化
　　認定調査状況チェック
　　要介護認定審査会平準化マニュアルの活用等
ケアマジメント等の適切化
　　ケアプランチェック
　　住宅改修・福祉用具に関する調査
　　研修会、情報交換会等の開催
事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求に係る適正化
　　指導・監査体制の充実と計画的な実地指導の実施
　　保険者・国保連への苦情・通報情報の適切な把握・分析による事業者指導
　　介護給付費通知
　　医療情報との突合、縦覧点検による過誤調整指導
制度の周知

－介護給付適正化の状況－　　　　

　介護保険制度は、平成12年4月の創設以来、在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡
大するなど、老後の安心を支えるしくみとして定着してきました。
　制度の定着とともに総費用が増大するなか、介護サービスが真に利用者の自立支援に資する
ものとなっているか、その必要性、効果に疑問を持たざるを得ないものが多いとの指摘や、事業
者による不正請求などもみられることから、平成16年10月から、国、県、保険者が連携して行う介
護給付適正化運動が実施されました。
　そして、平成20年3月には、国の指針（注１）に基づき、平成20年度からの3ヵ年間に渡る「岡山
県介護給付適正化計画」が策定され、県内保険者へ介護給付適正化を推進する指針が示され、
現在では、県内保険者の全てが何らかの適正化事業を実施するようになりました。
こうした県内保険者の適正化事業の実施状況を踏まえ、再度国の指針（注２）に基づき、平成23
年度から4ヵ年間に渡る「第2期岡山県介護給付適正化計画」が策定され、現在の取組を着実に
継続し推進するための指針が示されました。



２．倉敷市の介護給付適正化事業 （主要なもの）

(１) 要介護認定の適正化

①認定調査状況チェック

②認定審査会

(２) ケアプランチェック

①

②

*状況・・・１月あたり約470件のケアプランを確認

(３) 住宅改修・福祉用具に関する調査

①住宅改修

②福祉用具

(４) 介護給付費通知

実施状況

平成14年度 （平成15年３月から開始）
～

（　継続実施中　）

※22年度の状況等

平成２２年度発送 ６月 ９月 １２月 ３月 計

件数 16,356 16,640 16,834 17,065 66,895

利用月 1～3月利用分 4～6月利用分 7～9月利用分 10～12月利用分 （12ヵ月分）

問い合せ 10 8 15 6 39

使用が想定される状態像であるか、保険給付として適正な貸与・販売であるか、などの点
について疑義がある場合、利用者や事業者等に確認を行う。また、軽度者に対する対象
外種目の貸与についても、必要な理由を書面やヒアリングにより確認する。

受給者ごとにサービス利用実績を定期的にお知らせし、サービス提供の有無、費用額、
利用者負担額に間違いはないか等の確認を促し、疑義があるサービス実績等を保険者
に申し出てもらうことにより、架空・過剰請求などの不正・不適正事例の発見の契機となり
得るもの。

要介護認定の更新申請時にケアプラン（居宅サービス計画）の提出を求め、職員（介護支
援専門員）による内容確認及び照会・確認結果等に基づく助言指導により、適切なプラン
への位置付け・適正なサービス利用の確保を図る。

給付実績等からサービス利用者を抽出してケアプラン（居宅サービス計画）の提出を求
め、位置付け・計画内容と実際のサービス利用状況等を点検確認し、自立支援に向けて
の給付の適正化を図る。

事前申請時又は住宅改修完成時において、保険給付として適正な改修か、事前申請どお
りの改修か、などの点について疑義がある場合に、現地確認を行う。

変更・更新認定申請における保険者職員による認定調査を実施している。（遠隔地を除く）

国が作成した介護認定審査会平準化マニュアルの活用等を行っている。



(５) 国保連合会 介護給付適正化システムの活用

①医療情報との突合

ｅｘ.） 医療入院中の者で居宅介護サービス受給

医科/在宅時医学総合管理料算定で､介護/(介護予防)居宅療養管理指導費(Ⅰ)算定者

②縦覧点検

○ 算定回数回数制限縦覧チェック・・・複数月の明細書による算定回数の確認
・算定期間回数制限縦覧チェック----------ｅｘ.）初期加算

・最大連続入所日数縦覧チェック----------ｅｘ.）短期入所の連続入所日数

・算定時期縦覧チェック------------------ｅｘ.）短期集中リハビリテーション実施加算

○ 重複請求縦覧チェック･･･サービス間・事業所間の整合性の確認
ｅｘ.） 複数事業所からの居宅療養管理指導､緊急時訪問看護加算等の請求

介護給付情報と医療情報の算定整合性の点検により、事業所に対して疑義確認を行い、
算定誤りに関しては過誤調整を指導する。

複数月の介護報酬請求明細書における算定回数の限度確認やサービス間・事業所間の
給付の整合性を点検し、事業所に対して疑義確認を行い、算定誤りについては過誤調整
を指導する。

（６）事業者関連
　①事業者指導
　　・計画的に実地指導を実施・・・人員及び運営管理については、指導監査課が、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 介護給付費については、介護保険課が指導を行っている。

             平成２２年度の実施件数　※（）内は21年度末の事業所総数
　　　            　　○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　　　４７（５０）
　　　            　　○認知症対応型通所介護　　　　　　　　　　　　　 　　　　１３（１７）
　　            　　　○小規模多機能型居宅介護　　　　　　　　      　　　　　１０（１２）
　　            　　　○介護老人保健施設　　　　　　　　　　　　　         　　　１０（１４）
　　            　　　○介護予防支援事業所　　　　　　　　　　　　        　　　１２（２５）

　　・集団指導の実施・・・事業者の適正な制度理解を目的に、地域密着型サービス事業者を対象
                              　に、平成19年度から毎年実施している。平成22年度は、1回実施した。
　②苦情・通報情報への対応
　　・提供された情報を元に、調査を実施し、事実確認を行っている。不適切な事例に対しては、
　　県等関係機関と連携し、指導を行い改善を求めている。



（１）策定状況

・平成２３年５月２６日　　第１回分科会　第４期計画の進捗状況

・平成２３年８月２５日　　第２回分科会　計画に盛り込む主な項目・施策体系等について

・平成２３年１０月２７日　第３回分科会　計画素案（第１章～４章）について　介護サービスの見込みについて

・平成２３年１１月２２日　第４回分科会　計画素案（第１章～６章）について

（２）今後のスケジュール

・平成２４年２月 

　　倉敷市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定専門分科会　

・議会報告

・答申

・計画の公表

５　第５期介護保険事業計画策定について

　 平成２４年度から平成２６年度までの，第５期介護保険事業計画を
現在策定中です。平成２３年１２月１２日の保健福祉委員会で報告し
た内容のものを現在，高齢福祉課と介護保険課ホームページ，倉敷
市役所各支所，老人憩の家等に配布してパブリックコメントを実施し
ております。
   パブリックコメント実施期間
　　　　　　　　平成２３年１２月１４日（水）～平成２４年１月１３日（金）


